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不服申立て事案答申第 239 号 

不服申立て事案諮問第 269 号 

件名： 警察安全相談等・ 苦情取扱票の一部開示決定に関する 件 

 

答        申 

 

１  審議会の結論 

  愛知県警察本部長（ 以下「 処分庁」 と いう 。） が、 審査請求人に係る 別記に

掲げる保有個人情報（ 以下「 本件保有個人情報」 と いう 。） の一部開示決定に

おいて、 別表の 1 欄に掲げる部分を 不開示と し たこ と は妥当である 。  

 

２  審査請求の内容 

 ( 1)  審査請求の趣旨 

   本件審査請求の趣旨は、個人情報の保護に関する法律（ 平成 15 年法律第

57 号。 以下「 法」 と いう 。） に基づき 審査請求人が令和 5 年 4 月 13 日付け

で行っ た保有個人情報開示請求に対し 、処分庁が同年 5 月 26 日付けで行っ

た一部開示決定の取消し を 求める と いう も のである。  

 ( 2)  審査請求の理由 （ 略）  

 

３  処分庁の主張要旨 

  処分庁の弁明書における主張は、 おおむね次のと おり である 。  

 ( 1)  本件処分の内容及び理由 

  ア 事実経過 

   ( ｱ)  保有個人情報開示請求の受理 

       審査請求人は、令和 5 年 4 月 13 日に来庁し 、処分庁宛ての保有個人

情報開示請求書を 個人情報総合窓口にて提出し たため、 窓口担当者が

記載事項の確認を し たと こ ろ 、 開示請求を する 保有個人情報の内容欄

に記載さ れた内容から は、 その内容を 特定する こ と ができ なかっ た。 

        そのため、 対応し た窓口担当者は審査請求人から 開示を 求める 内容

を 聴取し 、 審査請求人の確認を 得た上で、 令和 5 年 3 月 15 日以降、

愛知県警察本部刑事総務課、 捜査第一課、 住民サービス課、 地域総務

課又は愛知県 A警察署地域課の職員と 、 対面または電話で相談し たこ

と で作成さ れた書類（ 警察安全相談等・ 苦情取扱票（ 経過票を 含む。））

と 補正し 、 当該請求を 受理し た。  

   ( ｲ)  決定する 期間の延長 

        本件開示請求を 受理し た処分庁は、 法第 83 条第 2 項の規定によ り 、

本件開示・ 不開示の審査に係る 調査に相当の期間を 要し 、 期間内に開
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示決定を する こ と ができ ないと 判断し 、 延長後の決定期間を 令和 5 年

5 月 26 日までと する 決定期間延長通知書を 審査請求人に通知し た。  

   ( ｳ)  本件開示請求の対象と なる保有個人情報の特定 

        審査請求人が本件開示請求で開示を 求めた保有個人情報については、

開示請求の時点において、  

       ・  愛知県警察本部刑事部刑事総務課で保管する 警察安全相談等・ 苦

情経過票（ 令和 5 年 4 月 5 日受理）  

       ・  愛知県警察本部刑事部捜査第一課（ 以下「 捜査第一課」 と いう 。）

で保管する警察安全相談等・ 苦情取扱票（ 令和 5 年 4 月 5 日受理）

（ 以下「 本件保有個人情報」 と いう 。）  

    の 2 件を 特定し た。  

       なお、 住民サービス課、 地域総務課又は愛知県 A警察署地域課にお

いては、 本件開示請求で開示を 求めら れた保有個人情報は、 開示請求

の受理時点では作成又は取得さ れておら ず、 存在し ないこ と を 確認し

た。  

   ( ｴ)  本件処分 

        処分庁は、 捜査第一課で保管する 本件保有個人情報のう ち、 法第 78

条第１ 項に規定さ れる 不開示情報を 除いた部分を それぞれ開示する

決定を し 、 保有個人情報一部開示決定通知書（ 以下「 本件決定通知書」

と いう 。） によ り 審査請求人に通知し た。  

  イ  本件処分の理由 

   ( ｱ)  本件処分については、 開示請求に係る 保有個人情報の一部を 開示す

る 決定であり 、 本件保有個人情報に関し て開示し ないこ と と し た部分

については、 本件決定通知書に記載さ れている と おり 、 法第 78 条第

１ 項に該当する  

    ・  警部補以下の階級にある警察職員の氏名に係る部分 

    ・  警察職員の職員番号 

    である 。  

    a  警部補以下の階級にある警察職員の氏名に係る部分 

           法第 78 条第１ 項第 2 号では、開示請求者以外の個人に関する 情報

のう ち不開示情報から 除かれるも のと し て、 同号ただし 書イ に、 法

令の規定によ り 又は慣行と し て開示請求者が知る こ と ができ 、 又は

知る こ と が予定さ れている情報、 と 例示さ れている。  

          そのう ち 、 警部以上の階級にある警察職員の氏名は公表の対象と

なっ ており 、「 慣行と し て」 開示請求者が知る こ と のでき る 情報で

ある 。  

          一方、 警部補以下の階級にある 警察職員の氏名は公表の対象外で

あり 、「 法令の規定によ り 又は慣行と し て開示請求者が知る こ と が
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でき 、 又は知るこ と が予定さ れている 情報」 ではないこ と から 、 不

開示と なるも のである 。  

          本件保有個人情報で不開示と し た受理者欄に記載さ れた警部補以

下の階級にある警察官の氏名のう ち 「 名」 は、 いわゆる下の名前の

部分であり 、 前記「 慣行と し て」 知る こ と のでき る情報ではないと

判断し た。  

          なお、「 名字」 を 開示と し た理由は、 愛知県警察名札要綱に示さ れ

る 庁舎内で市民と 応対する 業務に従事する 場合又は電話で応対す

る場合は積極的に氏名を 告知する こ と と ある こ と から 、 本件警察安

全相談での審査請求人と の電話応対の際には「 名字」 を 名乗っ てい

ると 認めら れるから である。  

          そし て、 本件保有個人情報で不開示と し た「 申出の要旨及び受理

時における取扱状況」 欄の警部補以下の階級にある警察職員氏名は、

審査請求人と 電話応対し た警察職員ではないこ と から 、 法令の規定

によ り 又は慣行と し て開示請求者が知るこ と ができ 、 又は知る こ と

が予定さ れている情報ではないと 判断さ れ、 不開示と し たも のであ

る。  

    b  警察職員の職員番号が記載さ れた部分 

      本件処分において不開示と し た警察職員の「 職員番号」 について

は、 法第 78 条第１ 項第 2 号ただし 書き にある 公務員の職務の遂行

に係る 情報のう ち 当該公務員の職及び当該職務の内容に係る 部分

には該当せず、 警察職員一人一人に付与さ れた「 個人を 識別する番

号」 であり 、 同号に規定さ れる、 氏名等と 組み合わせるこ と により

特定の個人を 識別でき る も のに該当する こ と から 不開示と し たも

のである 。  

   ( ｲ)  こ のよう に、 本件処分については、 法第 78 条第１ 項第 2 号に規定さ

れる不開示情報を 除いた部分について開示し たも のであり 、 法の規定

に基づく 適正な処分である 。  

 ( 2)  審査請求人の主張の失当性 

   審査請求人は、 本件保有個人情報のう ち 不開示と さ れた部分について、

「 警部補以下の階級の氏名の部分 私はこ れら 全て記録メ モし ており 知っ

ている 事 開示し ても 誰の権利も 侵害せず」「 職員番号の部分はこ れを どう

やっ たら 人間識別でき るか意味不明であり 」 と いっ た旨を 記し 、 警部補以

下の階級にある警察職員の氏名及び職員番号を 開示し ないこ と は違法であ

る 旨主張し ている 。  

    前述のと おり 、 氏名について、 審査請求人と 面接又は電話応対し たこ と

で名乗っ た警察職員の下の名前を 審査請求人が知っ ていたと し ても それは

個別的な事例であり 「 慣行と し て」 知り 得た情報ではなく 、 職員番号につ



-    - 4 

いても 「 個人を 識別する番号」 に該当する こ と から 、 不開示と し た部分に

ついては法の規定に基づく 適正な処分であり 、 審査請求人の主張は失当で

ある。  

 ( 3)  結語 

    以上のと おり 、 本件処分は法の規定に基づく 適正なも のであり 、 本件審

査請求に係る 審査請求人の主張に理由がないこ と は明白である こ と から 、

本件審査請求は速やかに棄却さ れる べき である 。  

 

４  審議会の判断 

 ( 1)  本件保有個人情報について 

   本件保有個人情報は、審査請求人が令和 5 年 3 月 15 日以降に捜査第一課

の職員に対面又は電話で相談し たこ と で作成さ れた別記に掲げる 警察安全

相談等・ 苦情取扱票である 。  

   処分庁は、 本件保有個人情報のう ち 別表の 1 欄に掲げる 部分を 同表の 2

欄に掲げる規定に該当すると し て不開示と し ている と こ ろ 、 審査請求人は

不開示部分の開示を 求めている こ と から 、 以下、 不開示部分の不開示情報

該当性について検討する 。  

 ( 2)  法第 78 条第 1 項第 2 号該当性について 

  ア 警部補以下の階級にある警察職員の氏名に係る 部分について 

    警部補以下の階級にある 警察職員の氏名に係る部分は、 審査請求人以

外の特定の個人を 識別するこ と ができ る も のである ため、法第 78 条第 1

項第 2 号本文に該当する 。  

    警部補以下の階級にある 警察職員については、その職務の特殊性から 、

氏名を 開示する こ と で当該警察職員の私生活に影響を 及ぼすおそれがあ

るため、 その氏名は一般に公にさ れておら ず、 慣行と し て開示請求者が

知る こ と ができ 、 又は知るこ と が予定さ れている 情報には当たら ない。

審査請求人は、 審査請求書において、 既に知っ ている 旨を 主張し ている

が、 個別的事情により その一部を 本人が知る こ と ができ た例が存在し た

と し ても 、 慣行と し て開示請求者が知る こ と ができ 、 又は知るこ と が予

定さ れている 情報ではないこ と に変わり はなく 、 同号ただし 書イ に該当

し ない。 また、 同号ただし 書ロ及びハにも 該当し ない。  

    よ っ て、 警部補以下の階級にある 警察職員の氏名に係る部分は、 法第

78 条第 1 項第 2 号に該当する 。  

  イ  職員番号について 

    職員番号は、 職員の人事、 給与、 共済事務等に関する広範なデータ を

管理する ため、 職員ごと に付与さ れる個人識別番号であり 、 特定の個人

を 識別するこ と ができ る も のである ため、法第 78 条第 1 項第 2 号本文に

該当し 、 また、 同号ただし 書イ に該当せず、 同号ただし 書ロ 及びハに該
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当し ない。  

    よ っ て、 職員番号は、 法第 78 条第 1 項第 2 号に該当する 。  

 ( 3)  審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人のその他の主張は、 当審議会の判断に影響を 及ぼすも のでは

ない。  

 ( 4)  まと め  

   以上によ り 、「 １  審議会の結論」 のと おり 判断する。  
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別記 

・ 警察安全相談等・ 苦情取扱票（ 令和 5 年 4 月 5 日受理）  

 

別表 

1 開示し ないこ と と し た部分 2 開示し ないこ と と し た根拠

規定 

警部補以下の階級にある 警察職員の氏名に

係る部分 

法第 78 条第 1 項第 2 号 

職員番号 
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（ 審議会の処理経過）  

年 月 日 内                        容 

5 . 1 0 .  4 諮問（ 弁明書の写し を 添付）  

6 .  8 . 1 9 

( 第 240 回審議会)  
処分庁の職員から 不開示理由等を 聴取 

同 日 審議 

6 .  9 . 3 0 

( 第 241 回審議会)  
審議 

6 . 1 0 . 2 9 答申 

 


